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◆7 月の労務スケジュール 

6/1～7/10 労働保険の年度更新手続き 7/1～7/10 算定基礎届手続き 

～７/3１      ６ 月分社会保険料納付   ～７/10   ６ 月分源泉徴収税額・住民税額の納付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
           
 

ニュースレター 

2023年 7月号 

第 117号 
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社会保険労務士法人リーガルネットワークスが毎月発信するニュースレターです。 

「更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内容」 

◼ 改正内容と労働条件通知書記載例 

 

社会保険労務士法人 

リーガルネットワークス 
〒１６０－００２２ 

東京都新宿区新宿１-３４-１３ 第一貝塚ビル３０２号 

TEL： 

０３－６７０９－８９１９ 

編集担当：奥田 

編集責任者：勝山 

先般掲載いたしました来年２０２４年４月より施行される「労働条件明示事項の追加」の中で、有期労働契約の締結時と更新時に追加

される「更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内容」についてより詳しくご案内いたします。 

2024 年 4 月より、有期労働契約の締結と契約の更新のタイミングにおいて、「更新上限の有無」と、「更新上限があ

る場合には、その内容」を明示することが必要となってまいります。更新上限とは、有期労働契約の通算期間または更新

回数の上限のことを指し、以下のモデル労働条件通知書のように、「更新上限の有無」、「更新上限有の場合：更新回数/

通算契約期間の上限」を明示する必要があります。 

 

 

 

◼ 新たに更新上限を設ける、または短縮する場合 

◼  

 

 今回予定されている改正では、更新上限の有無と内容の明示と併せて、下記の場合は、更新上限を新たに設ける、また

は短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ（更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで）説明することが必要に

なります。 

 

■最初の契約締結より後に 

更新上限を新たに設ける場合 
■最初の契約締結の際に設けていた 

更新上限を短縮する場合 

引用元 

厚生労働省「モデル労働条件通知書」 


